
亀山市告示第９９号  

行政不服審査法の施行に伴う関係要綱の整備に関する告示を次の

ように定める。  

  平成２８年３月３１日  

                         亀山市長   櫻  井  義  之  

 

行政不服審査法の施行に伴う関係要綱の整備に関する告示  

 

 （亀山市成年後見制度利用助成事業実施要綱の一部改正）  

第１条  亀山市成年後見制度利用助成事業実施要綱（平成１７年亀

山市告示第２８号）の一部を次のように改正する。  

様式第３号備考の１中「６０日以内」を「３月以内」に、「異

議申立て」を「審査請求」に改め、同様式備考の２中「異議申立

て」を「審査請求」に、「対する決定」を「対する裁決」に改め

る。  

（亀山市公共下水道処理区域外からの接続に関する要綱の一部改

正）  

第２条  亀山市公共下水道処理区域外からの接続に関する要綱（平

成１７年亀山市告示第６５号）の一部を次のように改正する。  

様式第２号備考の１中「６０日以内」を「３月以内」に、「異

議申し立て」を「審査請求」に改め、同様式備考の２中「決定の

取り消し」を「決定の取消し」に、「異議申し立て」を「審査請

求」に、「対する決定」を「対する裁決」に、「処分の取り消

し」を「処分の取消し」に改める。  

様式第５号備考の１中「６０日以内」を「３月以内」に、「異

議申し立て」を「審査請求」に改め、同様式備考の２中「決定の

取り消し」を「決定の取消し」に、「異議申し立て」を「審査請

求」に、「対する決定」を「対する裁決」に、「処分の取り消

し」を「処分の取消し」に改める。  

様式第７号備考の１中「６０日以内」を「３月以内」に、「異



議申し立て」を「審査請求」に改め、同様式備考の２中「決定の

取り消し」を「決定の取消し」に、「異議申し立て」を「審査請

求」に、「対する決定」を「対する裁決」に改める。  

様式第８号備考の１中「６０日以内」を「３月以内」に、「異

議申し立て」を「審査請求」に改め、同様式備考の２中「決定の

取り消し」を「決定の取消し」に、「異議申し立て」を「審査請

求」に、「対する決定」を「対する裁決」に改める。  

（亀山市子育て支援短期入所生活援助事業実施要綱の一部改正）  

第３条  亀山市子育て支援短期入所生活援助事業実施要綱（平成１７

年亀山市告示第１７９号）の一部を次のように改正する。  

様式第３号中「６０日以内」を「３月以内」に、「異議申立

て」を「審査請求」に、「対する決定」を「対する裁決」に改め

る。  

（亀山市高齢者等日常生活用具給付事業実施要綱の一部改正）  

第４条  亀山市高齢者等日常生活用具給付事業実施要綱（平成１７

年亀山市告示第１８８号）の一部を次のように改正する。  

様式第３号備考の１中「６０日以内」を「３月以内」に、「異

議申立て」を「審査請求」に改め、同様式備考の２中「異議申立

て」を「審査請求」に、「対する決定」を「対する裁決」に改め

る。  

（亀山市障害者地域活動支援事業実施要綱の一部改正）  

第５条  亀山市障害者地域活動支援事業実施要綱（平成１８年亀山

市告示第１１８号の３）の一部を次のように改正する。  

様式第２号及び様式第３号を次のように改める。  

 



様式第2号(第6条関係) 

亀  第     号   

  年  月  日   

 

          様 

 

亀山市福祉事務所長        印   

 

障害者地域活動支援事業利用(変更)決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった亀山市障害者地域活動支援事業の利用について

は、下記のとおり決定しますので通知します。 

                    記 

受給者証番号 
 支給決定障害者

（保護者）氏名 
 

支給決定日 
 支給決定に係る

障害児氏名  

有効期間  

単価区分  

利用者負担割合 
 利用者負担上限

月額 
 

移動支援  

日中一時支援 
 

デイサービス  

特記事項  

備考 

１ この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３月以

内に三重県知事に対し審査請求をすることができます。なお、審査請求をした場合には三重県

知事に申し立てれば、口頭により意見を述べることができます。 

２ また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起

算して６月以内に亀山市を被告として（訴訟において亀山市を代表する者は亀山市長となりま

す。）、提起することができます。なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

６月以内であっても、決定の日の翌日から起算して１年を経過すると決定の取消しの訴えを提

起することができなくなります。ただし、審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます。 



様式第3号(第6条関係) 

 

亀  第     号   

  年  月  日   

 

          様 

 

亀山市福祉事務所長          印   

 

障害者地域活動支援事業利用却下通知書 

 

 

   年  月  日付けで申請のあった亀山市障害者地域活動支援事業の利用について

は、次の理由により却下することに決定しましたので通知します。 

 

 

1 申 請 事 項 

 

 

 

2 却下の理由 

 

 

 

 

 

備考 

１ この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して

３月以内に三重県知事に対し審査請求をすることができます。なお、審査請求をした場

合には三重県知事に申し立てれば、口頭により意見を述べることができます。 

２ また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日

から起算して６月以内に亀山市を被告として（訴訟において亀山市を代表する者は亀山

市長となります。）、提起することができます。なお、この決定があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内であっても、決定の日の翌日から起算して１年を経過する

と決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以

内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 



（亀山市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱の一部改正）  

第６条  亀山市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱（平成１８

年亀山市告示第１１８号の４）の一部を次のように改正する。  

様式第２号及び様式第３号を次のように改める。  



様式第2号(第4条関係) 

第     号   

  年  月  日   

 

日常生活用具給付決定通知書 

 

          様 

 

亀山市福祉事務所長          印   

 

 表記のことについて、次のとおり決定しましたので通知します。 

対
象
者 

住 所  

ふ り が な 
氏 名 

 
 

生 年 月 日  性別  電話  

給 付 番 号  給付決定日   年  月  日 

決 定 内 容  

用
具
業
者 

名 称  

所 在 地  

電 話  

基準額 見積額 利 用 者 負 担 額 公 費 負 担 額 

  

  

月 額 負 担 上 限 額 

 

備考 
 この決定について不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に亀山市長に
対し審査請求をすることができます。 
この決定の取消しを求める訴えは、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して６月以内に限り、亀山市を被告
として（訴訟において亀山市を代表する者は亀山市長となります。）、提起することができます（なお、この決定の通
知を受けた日の翌日から起算して６月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると、この決
定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
また、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して３月以内に審査請求をした場合には、この決定の取消しの訴
えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内であれば、提起することができます。
（なお、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内であっても、その審査請求に対す
る裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると、この決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

 



様式第3号(第4条関係) 

 

日常生活用具給付申請却下通知書 

 

第     号   

  年  月  日   

 

          様 

 

亀山市福祉事務所長          印   

 

    年  月  日に申請された日常生活用具の給付申請については、次の理由によ

り却下することに決定しましたので通知します。 

 

１ 申請事項 

 

 

 

２ 却下の理由 

 

 

 

備考 

この決定について不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算

して３月以内に亀山市長に対し審査請求をすることができます。 

この決定の取消しを求める訴えは、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して６月

以内に限り、亀山市を被告として（訴訟において亀山市を代表する者は亀山市長となりま

す。）、提起することができます（なお、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると、この決定の取消

しの訴えを提起することができなくなります。）。 

また、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して３月以内に審査請求をした場合に

は、この決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から

起算して６月以内であれば、提起することができます。（なお、その審査請求に対する裁決

の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内であっても、その審査請求に対する裁決の

日の翌日から起算して１年を経過すると、この決定の取消しの訴えを提起することができ

なくなります。）。 



（亀山市国民健康保険税条例第２８条第１項第１号該当者に係る

減免取扱要綱の一部改正）  

第７条  亀山市国民健康保険税条例第２８条第１項第１号該当者に

係る減免取扱要綱（平成２１年亀山市告示第１１８号）の一部を

次のように改正する。  

様式第３号中「６０日以内」を「３月以内」に、「異議申立

て」を「審査請求」に、「対する決定」を「対する裁決」に改め

る。  

（亀山市未熟児養育医療給付実施要綱の一部改正）  

第８条  亀山市未熟児養育医療給付実施要綱（平成２５年亀山市告

示第５９号）の一部を次のように改正する。  

様式第６号中「６０日以内」を「３月以内」に、「異議申立

て」を「審査請求」に、「対する決定」を「対する裁決」に改め

る。  

様式第７号中「６０日以内」を「３月以内」に、「異議申立

て」を「審査請求」に、「対する決定」を「対する裁決」に改め

る。  

様式第１０号中「６０日以内」を「３月以内」に、「異議申立

て」を「審査請求」に、「対する決定」を「対する裁決」に改め

る。  

様式第１５号中「６０日以内」を「３月以内」に、「異議申立

て」を「審査請求」に、「対する決定」を「対する裁決」に改め

る。  

（亀山市児童手当事務取扱要綱の一部改正）  

第９条  亀山市児童手当事務取扱要綱（平成２６年亀山市告示第１４

号）の一部を次のように改正する。  

様式第２号から様式第９号までを次のように改める。  



様式第２号（第３条関係） 
亀 第       号  

  年  月   日  
        様  
 
 
                    亀山市長        印  
  
 

児童手当   認   定  
                  通知書 

特例給付  認定請求却下 
 
                                       児童手当 

  年  月   日付で請求のありました      については、 
                        特例給付 

とおり認定 
次の              しましたので通知します。 

理由で請求を却下 
 
 こ の 処 分 に つ い て 不 服 が あ る と き は 、 こ の 通 知 書 を 受 け た 日 の翌 日 か ら 起 算 し
て ３ か 月 以 内 に 、 三 重 県 知 事 に 対 し て 審 査 請 求 を す る こ と が で きま す 。 こ の 処 分
に つ い て は 、 上 記 の 審 査 請 求 の ほ か 、 こ の 通 知 を 受 け た 日 の 翌 日か ら 起 算 し て ６
か 月 以 内 に 、 亀 山 市 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 亀 山 市 を 代 表 する 者 は 亀 山 市 長
と な り ま す 。 ） 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き ま す。 な お 、 上 記 の
審 査 請 求 を し た 場 合 に は 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え は 、 そ の 審 査 請 求に 対 す る 裁 決 が
あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 提 起 す る こ と が で き ま
す。 
 た だ し 、 上 記 の 期 間 が 経 過 す る 前 に 、 こ の 処 分 （ 審 査 請 求 を した 場 合 に は 、 そ
の審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、
審 査 請 求 を す る こと や 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き なく な り ま す 。
な お 、 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 上 記 の 期 間 や こ の 処 分 （ 審 査 請 求を し た 場 合 に
は 、 そ の 審 査 請 求に 対 す る 裁 決 ） が あ っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て１ 年 を 経 過 し た
後 で あ っ て も 審 査 請 求 を す る こ と や 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 する こ と が 認 め ら
れる場合があります。 

記 
認 定 に 関 す る 事 項 

 
1.支給対象児童数 
 
 
 
 
 
 
2 . 区 分  
 
 
 
 
3.手当月額 

（ ３ 歳 未 満 ）            人  

（ ３ 歳 以 上 小 学 校 修 了 前 ）      人  

（ 中 学 生 ）             人  

計        人  

児童手当 

特例給付 

（ ３ 歳 未 満 ）            円  

（ ３ 歳 以 上 小 学 校 修 了 前 ）      円  

（ 中 学 生 ）             円  

計         円  
4.支給開始年月               年   月から 
 
5.支給要件児童に該当しない児童の氏名及びその理由 
（                                                           ）

認 定 請 求 却 下 に 関 す る 事 項 
却下した理由 
（                                                           ）  

備考  

 



様式第３号（第３条関係） 
亀 第       号  

  年  月   日  
 
 
 

   様  
 

                    亀山市長        印  
 

 
認   定  

     児童手当        通知書（施設等受給資格者用） 
認定請求却下 

 
 
                                                      

  年   月   日 付 で 請 求 の あ り ま し た 児 童 手 当 に つ い て は 、 
 
 

とおり認定 
次の              しましたので通知します。 

理由で請求を却下 
 
 この処分について不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算し
て３か月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。この処分
については、上記の審査請求のほか、この通知を受けた日の翌日から起算して６
か月以内に、亀山市を被告として（訴訟において亀山市を代表する者は亀山市長
となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記の
審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決が
あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 提 起 す る こ と が で き ま
す。 
 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、そ
の審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、
審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合に
は、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した
後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認めら
れる場合があります。 

記 
認 定 に 関 す る 事 項 

 
1.支給対象児童数 

（ ３ 歳 未 満 ）          人  

（ ３ 歳 以 上 ）          人  

計        人  
 
2.手当月額 

（ ３ 歳 未 満 ）          円  

（ ３ 歳 以 上 ）          円  

計        円  
 

3.支給開始年月               年   月から 
 
4.支給対象児童の氏名及び生年月日（※） 
 
5.支給対象とならなかった児童の氏名、生年月日及びその理由（※） 
 
（※）4、5については、この通知書の別紙をご確認ください。 

認 定 請 求 却 下 に 関 す る 事 項 

却下した理由 
（                                                            ）  

備考 
 



様式第４号（第４条、第５条、第６条関係） 
亀 第       号  

  年  月  日 
        様 

 
                               

亀山市長         印  
 
 

児童手当   額 改 定 
        通知書 

特例給付  額改定請求却下 
 

児童手当            請求、届出           改定 
の額の改定については            により、次のとおり 

特例給付            職   権           却下 
 
し ましたので通知します。 

 
 この処分について不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算し
て３か月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。この処分
については、上記の審査請求のほか、この通知を受けた日の翌日から起算して６
か月以内に、亀山市を被告として（訴訟において亀山市を代表する者は亀山市長
となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記の
審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決が
あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 提 起 す る こ と が で き ま
す。 
 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、そ
の審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、
審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合に
は、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した
後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認めら
れる場合があります。 
 

記 
 

額  改  定  に  関  す  る  事  項 

1.改定後の支給対象児童数 
 
 
 
 
 
2 .区 分  
 
 
 
3.改定後の手当月額 
 
 
 

 

（ ３ 歳 未 満 ）            人

（ ３ 歳 以 上 小 学 校 修 了 前 ）      人

（ 中 学 生 ）             人

計        人  
 

児童手当 

特例給付 

 

（ ３ 歳 未 満 ）            円

（ ３ 歳 以 上 小 学 校 修 了 前 ）      円

（ 中 学 生 ）             円

計         円  
4.改定年月                 年  月から 

 
5.改定（増・減額）の理由 （                         ）

額 改 定 請 求 却 下 に 関 す る 事 項 
却下した理由 
（                                        ） 

備考 
 



様式第５号（第４条、第５条、第６条関係） 
亀 第         号  

  年  月   日  
 
 
 

    様  
 

                    亀山市長        印  
 

額  改  定  
児童手当          通知書（施設等受給者用） 

額改定請求却下 
 
                               請求、届出                  改定 

児童手当の額の改定については             により、次のとおり 
職   権            却下 

 
しましたので通知します。 

 
 この処分について不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算し
て３か月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。この処分
については、上記の審査請求のほか、この通知を受けた日の翌日から起算して６
か月以内に、亀山市を被告として（訴訟において亀山市を代表する者は亀山市長
となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記の
審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決が
あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 提 起 す る こ と が で き ま
す。 
 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、そ
の審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、
審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合に
は、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した
後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認めら
れる場合があります。 

記 
額 改 定 に 関 す る 事 項 

 
1.改定後の支給対象児童数 

（ ３ 歳 未 満 ）             人

（ ３ 歳 以 上 ）             人

計        人  
2.改定後の手当月額 

（ ３ 歳 未 満 ）             円

（ ３ 歳 以 上 ）             円

計        円  
 

3.改定年月                  年   月から 
 
4.増額または減額の原因となる児童の氏名、生年月日及び改定の理由（※） 
 
5.支給対象とならなかった児童の氏名、生年月日及び改定の理由（※） 
 
（ ※ ） ４ 、 ５ に つ い て は 、 こ の 通 知 書 の 別 紙 を ご 確 認 く だ さ い  

額 改 定 請 求 却 下 に 関 す る 事 項 

却下した理由 
（                                                        ）   

備考  

 



様式第６号（第７条、第８条関係） 

亀 第         号 

  年  月  日 

 

        様 
 
 
                       亀山市長        印 
 
 

児童手当 

      支給事由消滅通知書 

特例給付 

  

            児童手当 

次のとおり      の支給事由が消滅しましたので通知します。 

      特例給付 

 
 この処分について不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算し
て３か月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。この処分
については、上記の審査請求のほか、この通知を受けた日の翌日から起算して６
か月以内に、亀山市を被告として（訴訟において亀山市を代表する者は亀山市長
となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記の
審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決が
あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができま
す。 
 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、そ
の審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、
審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合に
は、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した
後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認めら
れる場合があります。 

 

記 

 

 

1.消滅した日                  年    月    日 

 

 

 

2.消滅の理由 



様式第７号（第７条、第８条関係） 

亀 第         号 

  年  月  日 
 
 
 

   様 

 

 

児童手当 支給事由消滅通知書（施設等受給者用） 

  

  

次のとおり児童手当の支給事由が消滅しましたので通知します。 

 
 この処分について不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算し
て３か月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。この処分
については、上記の審査請求のほか、この通知を受けた日の翌日から起算して６
か月以内に、亀山市を被告として（訴訟において亀山市を代表する者は亀山市長
となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記の
審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決が
あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができま
す。 
 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、そ
の審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、
審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合に
は、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した
後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認めら
れる場合があります。 

 

記 

 

 

1.消 滅 し た 日              年    月    日 

 

 

 

2.消 滅 の 理 由 

 
 
                      亀山市長         印
 
 



様式第８号（第９条関係） 
亀 第         号 

  年  月  日 
 
          様 
 
 
                    亀山市長          印 
 

児童手当  支給決定 
未支払              通知書 

特例給付  請求却下 
                                             
                           児童手当 

  年  月  日付で請求のありました未支払       の支給 
                          特例給付 

 
支給することに決定 

については、次のとおり                    しましたので通知します。 
請 求 を 却 下 

  
この処分について不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算し

て３か月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。この処分
については、上記の審査請求のほか、この通知を受けた日の翌日から起算して 6
か月以内に、亀山市を被告として（訴訟において亀山市を代表する者は亀山市長
となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記の
審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決が
あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができま
す。 
 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、そ
の審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、
審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合に
は、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した
後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認めら
れる場合があります。 
 

記 
 
 
 
 

支 
 

払 
 

の 
 

内 
 

容 
 
 

 
 

支払期間 
 
 

 
      年   月分から 

 
       年      月分まで 

 
 

支払金額 
 
 

 
 

                    
                   円 

 
支払年月日 

 

 
      年    月    日 

 
支払方法 

 
 

 
却下の理由 

 

 
 
 



様式第9号（第９条関係）

亀　第　　　　　　　　　　　号
　　　　　　　年　　　月　　日

     様

亀山市長 印

児童の氏名 住　　所

未支払　児童手当　　 　　　　　　　通知書（施設等受給者用）

記

　　　　　　　　　　　　　　　　　           支　給　決　定　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　           請　求　却　下

  　　　年　月　日付で請求のありました未支払児童手当の支給については、

　　　　　　支給することに決定
次のとおり　　　　　　　　　　　しましたので通知します。
　　　　　　　請求を却下

　この処分について不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して３か月以内に、三重県知事
に対して審査請求をすることができます。この処分については、上記の審査請求のほか、この通知を受けた日
の翌日から起算して６か月以内に、亀山市を被告として（訴訟において亀山市を代表する者は亀山市長となり
ます。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記の審査請求をした場合には、処分の取
消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起する
ことができます。
　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）が
あった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起するこ
とができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、
その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすること
や処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

支払方法

　　　　年　　月分から
　　　　年　　月分まで

支払期間

却下の理由支払の内容

支払金額 　　　　　　円
支払年月日 　　　　年　　月　　日
支払方法

　　　　　　円支払金額
　　　　年　　月　　日支払年月日

支払金額 　　　　　　円
支払年月日 　　　年　　月　　日

支払期間
　　　　年　　月分から
　　　　年　　月分まで

支払期間
　　　　年　　月分から
　　　　年　　月分まで

　　　　　　円
　　　　年　　月　　日

支払方法

支払方法

支払期間
　　　　年　　月分から
　　　　年　　月分まで

支払期間

支払金額
支払年月日
支払方法

支払金額

合計 　　　　　　　　　　　　円

　　　　年　　月分から
　　　　年　　月分まで

　　　　　　円
　　　　年　　月　　日

支払年月日



様式第１０号及び様式第１１号中「第２２条の２第１項」を

「第２０条第１項」に改める。  

             「        第１項  

様式第１２号及び第１３号中  第２２条の３      の規定   

                     第２項     」  

を「第２１条第１項又は第２項の規定」に改める。  

様式第１４号及び様式第１５号を次のように改める。  



様式第14号（第１２条関係）

亀　第　　　　　　　　　　　号
　　　　　　　年　　　月　　日

様

亀山市長 印

2．徴収内容

保育料特別徴収通知書

　児童手当法第22条の規定によって、保育料の特別徴収額を下記のとおり決定（変更）し
たので通知します。

記

児童の氏名

1．対象児童

　　　

摘要

　この処分について不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して３か月以内に、亀
山市長に対して審査請求をすることができます。この処分については、上記の審査請求のほか、この
通知を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、亀山市を被告として（訴訟において市町村を代表
する者は亀山市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記の審
査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日
の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。
　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する
裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの
訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分
（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過
した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があり
ます。

児童手当等支払期日

　　　

特別徴収する保育料の額

　

　

　　　
　

　　　
　



様式第１５号（第１４条関係） 
亀 第         号 

  年  月  日 
 
     様  

         
児童手当 

     支払差止通知書 

特例給付 
 

児童手当 

次のとおり       の支払を差し止めましたので通知します。 

       特例給付 

  
この処分について不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算し

て３か月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。この処分
については、上記の審査請求のほか、この通知を受けた日の翌日から起算して６
か月以内に、亀山市を被告として（訴訟において亀山市を代表する者は亀山市長
となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記の
審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決が
あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができま
す。 
 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、そ
の審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、
審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合に
は、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した
後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認めら
れる場合があります。 

 

記 

 
 

亀山市長         印 
 
 

 
 

支 
 

払 
 

差 
 

止 
 

の 
 

内 
 

容 
 

支払差止事由 
 

 

 
 
 

支払差止額 
 
 

 
 

円

 
 
 
支払差止期間 

 
 
 

 
     年   月分から 

 
     年   月分まで 



（亀山市生活困窮者住居確保給付金支給要綱の一部改正）  

第１０条  亀山市生活困窮者住居確保給付金支給要綱（平成２７年

亀山市告示第１３５号）の一部を次のように改正する。  

様式第９号及び様式第１０号を次のように改める。  



様式第９号（第１５条関係） 
 

   第       号   

                               年  月  日 

 

              様 

 

  亀山市福祉事務所長  印  

 

住居確保給付金不支給通知書 

 

     年  月  日付で、貴方より申請された住居確保給付金について、下記

の理由により不支給となりましたので通知します。 

 

記 

 

  不支給の理由 

 

 

 

 
 

１ この処分について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３月以内に亀
山市長に対し審査請求をすることができます。ただし、この通知書を受け取った日の翌日から起算し
て３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、正当な理由がある
ときを除き、審査請求をすることができなくなります。 

 
２ また、処分の取消しの訴えは、この通知書を受け取った日（１の審査請求をした場合は、当該審査
請求に対する裁決書を受け取った日）の翌日から起算して６月以内に亀山市を被告として（訴訟にお
いて亀山市を代表する者は亀山市長となります。）、提起することができます。 
  ただし、この通知書を受け取った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決書を
受け取った日）の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした場合は
当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、正当な理由があるとき
を除き、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 



様式第１０号（第１７条関係）     （表面） 

第     号   

                               年  月  日 

 

              様 

 

  亀山市福祉事務所長 印   

 

住居確保給付金支給決定通知書 

 

    年  月  日付で申請された住居確保給付金について、下記のとおり決定

したので通知します。 

 

記 

 

 

１ 支給額        月額        円 

 

 

２ 支給期間         年  月（    年  月家賃相当分）から 

               年  月（    年  月家賃相当分）まで 

 

 

３ 支給方法       住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に 

             振り込むことにより、支給決定者に対する支給とする。 

 

 

４ 支給対象となる住宅  名称 

 

             所在地 

 

 
 
 



（裏面） 
 
 
（注意事項） 
１ 本給付金の受給期間中、次の①から③までの常用就職に向けた就職活動を怠る場合、
又は自立相談支援機関の作成するプランに基づく就労支援を拒否する場合には、支給を
中止することがあります。 

  ① 月４回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける 
② 月２回以上、公共職業安定所で職業相談を受けること 
 ③ 週１回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること 
 ２ 本給付金の受給期間中に就職した場合には、「常用就職届（様式第１１号）」を提出
してください。 

 ３ 賃貸住宅の家賃額の一部支給を受けている方については、本給付金の受給期間中に収
入が減少した場合、申請により支給額の変更が可能な場合がありますので、（自立相談
支援機関）に申し出てください。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ この処分について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３月以内に亀
山市長に対し審査請求をすることができます。ただし、この通知書を受け取った日の翌日から起算し
て３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、正当な理由がある
ときを除き、審査請求をすることができなくなります。 

 
２ また、処分の取消しの訴えは、この通知書を受け取った日（１の審査請求をした場合は、当該審査
請求に対する裁決書を受け取った日）の翌日から起算して６月以内に亀山市を被告として（訴訟にお
いて亀山市を代表する者は亀山市長となります。）、提起することができます。 
  ただし、この通知書を受け取った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決書を
受け取った日）の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした場合は
当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、正当な理由があるとき
を除き、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 



様式第１５号を次のように改める。  



様式第１５号（第１９条関係） 
   第      号  

                                年  月  日 
 
              様 
 

 亀山市福祉事務所長 印  
 

住居確保給付金変更支給決定通知書 
 
     年  月  日付第    号で支給決定を行った住居確保給付金につい
ては、  年  月  日付住居確保給付金支給変更申請書に基づき、下記のとおり
変更決定したので通知します。 
 

記 
 
１ 変更支給額        月額        円 
 
２ 変更後の家賃に対する支給期間 

         年  月（    年  月家賃相当分）から 
               年  月（    年  月家賃相当分）まで 
 
３ 変更理由    
 
 
 
４ 対象となる住宅  名 称 
           所在地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ この処分について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３月以内に亀
山市長に対し審査請求をすることができます。ただし、この通知書を受け取った日の翌日から起算し
て３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、正当な理由がある
ときを除き、審査請求をすることができなくなります。 

 
２ また、処分の取消しの訴えは、この通知書を受け取った日（１の審査請求をした場合は、当該審査
請求に対する裁決書を受け取った日）の翌日から起算して６月以内に亀山市を被告として（訴訟にお
いて亀山市を代表する者は亀山市長となります。）、提起することができます。 
  ただし、この通知書を受け取った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決書を
受け取った日）の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした場合は
当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、正当な理由があるとき
を除き、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 



様式第１７号を次のように改める。  



様式第１７号（第２０条関係） 

   第     号   

                               年  月  日 

 

              様 

 

  亀山市福祉事務所長 印   

 

住居確保給付金支給停止通知書 

 

   年  月  日第     号により支給決定した住居確保給付金に

ついて、下記のとおり支給を停止することとしたので通知します。 

 

記 

 

１ 支給停止時期        年  月から 

（    年  月家賃相当分から） 

 

２ 支給停止の理由   職業訓練受講給付金を受給する予定であるため 

 
（注意事項） 
 １ 停止期間中に常用就職した場合には、常用就職届を（自立相談支援機関）に提出して
下さい。 

 ２ 職業訓練受講給付金の受給終了後、残月分の住居確保給付金の支給を受けることが可
能です。希望する場合は、訓練修了日までに、「住居確保給付金支給再開届」を（自立
相談支援機関）に提出して下さい。 

 ３ 訓練修了日までに「住居確保給付金支給再開届」の提出がない場合、中止決定を行う
場合があります。 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

１ この処分について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３月以内に亀
山市長に対し審査請求をすることができます。ただし、この通知書を受け取った日の翌日から起算し
て３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、正当な理由がある
ときを除き、審査請求をすることができなくなります。 

 
２ また、処分の取消しの訴えは、この通知書を受け取った日（１の審査請求をした場合は、当該審査
請求に対する裁決書を受け取った日）の翌日から起算して６月以内に亀山市を被告として（訴訟にお
いて亀山市を代表する者は亀山市長となります。）、提起することができます。 
  ただし、この通知書を受け取った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決書を
受け取った日）の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした場合は
当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、正当な理由があるとき
を除き、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 



様式第２０号を次のように改める。  



様式第２０号（第２１条関係） 
 

   第     号   

                               年  月  日   

 

              様 

  亀山市福祉事務所長 印   

 

住居確保給付金支給中止通知書 

 

     年  月  日第   号により支給決定した住居確保給付金について、

下記のとおり支給を中止することとしたので通知します。 

 

記 

 

１ 支給中止時期         年  月から 

（    年  月家賃相当分から） 

 

２ 支給中止の理由  

 

 

 

１ この処分について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３月以内に亀
山市長に対し審査請求をすることができます。ただし、この通知書を受け取った日の翌日から起算し
て３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、正当な理由がある
ときを除き、審査請求をすることができなくなります。 

 
２ また、処分の取消しの訴えは、この通知書を受け取った日（１の審査請求をした場合は、当該審査
請求に対する裁決書を受け取った日）の翌日から起算して６月以内に亀山市を被告として（訴訟にお
いて亀山市を代表する者は亀山市長となります。）、提起することができます。 
  ただし、この通知書を受け取った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決書を
受け取った日）の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした場合は
当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、正当な理由があるとき
を除き、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 



様式第２２号を次のように改める。  



様式第２２号（第２２条関係）  （表面） 

     第     号   

                               年  月  日 

 

              様 

 

  亀山市福祉事務所長 印   

 

住居確保給付金支給決定通知書（期間（再）延長） 

 

 

     年  月  日付で申請された住居確保給付金について、下記のとおり決

定したので通知します。 

 

記 

 

 

１ 支給額        月額        円 

 

 

２ 支給期間         年  月（平成  年  月家賃相当分）から 

               年  月（平成  年  月家賃相当分）まで 

 

 

３ 支給方法       住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に

振り込むことにより、支給決定者に対する支給とする。 

 

 

４ 支給対象となる住居  名称 

             所在地 

 

 
 

   



（裏面） 
 
 
（注意事項） 
１ 本給付金の受給期間中、次の①から③までの常用就職に向けた就職活動を怠る場合、
又は自立相談支援機関の作成するプランに基づく就労支援を拒否する場合には、支給を
中止することがあります。 

  ① 月４回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける 
② 月２回以上、公共職業安定所で職業相談を受けること 
 ③ 週１回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること 
 ２ 本給付金の受給期間中に就職した場合には、「常用就職届（様式第１１号）」を提出
してください。 

 ３ 賃貸住宅の家賃額の一部支給を受けている方については、本給付金の受給期間中に収
入が減少した場合、申請により支給額の変更が可能な場合がありますので、（自立相談
支援機関）に申し出てください。 

 
 

 
 

１ この処分について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３月以内に亀
山市長に対し審査請求をすることができます。ただし、この通知書を受け取った日の翌日から起算し
て３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、正当な理由がある
ときを除き、審査請求をすることができなくなります。 

 
２ また、処分の取消しの訴えは、この通知書を受け取った日（１の審査請求をした場合は、当該審査
請求に対する裁決書を受け取った日）の翌日から起算して６月以内に亀山市を被告として（訴訟にお
いて亀山市を代表する者は亀山市長となります。）、提起することができます。 
  ただし、この通知書を受け取った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決書を
受け取った日）の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした場合は
当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、正当な理由があるとき
を除き、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 



   附  則  

 この告示は、平成２８年４月１日から施行する。  


